
事業に直接関係する以下の経費
消耗品費　／　印刷製本費　／　広告宣伝費　／　 外注委託費　／　支払報酬　／　その他必要と認めたもの

（パソコンやタブレット端末など、多目的に活用できる汎用性の高い備品等の購入は対象外となります。）

・越前町内で実施される活動であること。
・実施しようとする事業内容が、実現可能な事業であること。
・実施しようとする者に意欲や能力・主体性があること。
・地域の産業連携を通じて観光消費拡大を図る取組であること。
・観光事業者が連携して地域に根差した、ツアー、アクティビティ、体験等のコンテンツの
　磨き上げを図る取組であること。
・本事業終了以降、継続的に実施することを前提とした取組であること。

（一社）越前町観光連盟　電話：0778-37-1234 申請書類等はこちら⇒【問合先】

越前町地域活性化活動支援事業
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北陸新幹線開業に向けた取り組みや地域のにぎわいづくりに取り組む事業者を支援します。

・同一グループでの複数の申請はできません。
・複数の施設を運営している場合は、母体となる事業者を１事業者としてみなします。
・町から同じ内容の事業で補助金をうけている場合は対象外となります。
・すでに開始（告知や募集等）されている事業ではないこと。

備考

交付承認日から２０２４年２月２９日までに完了する事業対象期間

申請期間 ２０２３年７月３１日(月)まで　※ 審査は随時実施し、予算に達し次第募集を終了します。

支援額

／上限 最大５０万円　（ 支援率１／２以内 ）

補助対象

経費

条件

※構成員の過半数以上が連盟に加盟していること。
※ 新規応募の事業者を優先して採択いたします

対象

事業

対　象

事業者

（一社）越前町観光連盟に加盟する事業者（正会員）３者以上で構成するグループ

地域のにぎわいづくりに繋がる新たに展開・強化する意欲的な事業
例：いままでにない新しい体験コンテンツの開発、インバウンド誘客のための取り組み
　　北陸新幹線開業を見据えた取り組み　など



事業完了後に

必要な書類

■ 注意事項

○新規で応募される事業者を優先して採択いたします。

○支援金には上限があるため、予告なく終了する場合があります。（予算に達し次第終了）

○実績報告は、必ず事業完了後 1か月後以内に越前町観光連盟事務局に提出してください。

○支援金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の内容若しくは経費の配分を変更しようとするときは

　速やかに越前町観光連盟事務局に連絡してください。

○変更の連絡を故意に怠った場合、または虚偽の報告を行った場合は、支援金の減額または支援決定の

　取り消しを行うことがあります。

○交付申請書（様式１）を受理後、事情により申請を取り消す場合は、速やかに中止申請書（様式４）

　を越前町観光連盟事務局に提出してください。

○この要項に定めのない事項については、申請者と越前町観光連盟事務局が協議して定めます。

申請時に

必要な書類

１．交付申請書（様式１）
　　- 事業計画書
　　- 収支計画書
　　- 構成員名簿

１．実績報告書（様式２）
　　- 事業実績報告書
　　- 決算書
　　- 実施内容が分かる写真、成果物等
　　- 経費の支払いを証する書類の写し

２．請求書（様式３）

■ 申請に必要な書類

■ 事業の流れ

完了後

１か月以内に
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お問合せ／申請先
一般社団法人越前町観光連盟
〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨 71-335-1
電話：0778-37-1234　FAX：0778-37-1805

越前町地域活性化活動支援事業


